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K a s h i w a c i t y

柏市の一時保護施設は子どもたちの権利・プライバ

シーを尊重して個室をメインにするなど，子どもたちの

最善の利益を優先します。

常勤の精神科医に加え，社会福祉士や心理相談員

・保健師・教員など多職種がワンチームで，子どもの

成長を切れ目なく支えます。

プライベートとの両立がしやすい環境が整っています。
年２０日の有休に加え，夏季休暇が７日間付与されます。
子どもの学校行事などに参加するときに利用する，こども
休暇などもあります。

令和８年度開設予定の（仮称）柏市こども・若者相談セン

ターという複合施設の中に設置されます。

母子保健から若者支援まで様々な機能が集約される

施設となります。

柏 市 の 未 来 へ つ な ぐ 施 設



人 事 課 (採用に関すること)

☎ 04-7167-1113

こども相談センター
(センターに関すること)

☎ 04-7128-5290
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8:30 出勤

夜勤者からの引継ぎ

12:00 昼食対応

13:30 休憩

13:15 遅番への引継ぎ

14:30 児童対応

15:00 おやつ対応

16:00 夜勤者への引継ぎ

16:30 事務（児童記録等）

17:15 退勤

9:00 児童対応

13:15 出勤

日勤者からの引継ぎ

15:00 おやつ対応

15:30 児童対応

16:00 休憩

18:00 夕食・入浴対応

19:30 児童対応

20:00 以降 就寝対応

※入眠後事務（児童記録等）

22:00 退勤

13:45 児童対応

16:00 出勤

日勤者からの引継ぎ

18:00 夕食・入浴対応

19:30 児童対応

20:00 以降 就寝対応

※入眠後、休憩。その後は児童の
見守りや夜間入所対応に従事

6:30 起床対応

7:30 朝食対応

9:30 退勤

16:30 児童対応

8:30 日勤者への引継ぎ

※これらのスケジュールはある職員の一日の例です。

〈先輩からのメッセージ〉

私は長年保育士をしてきましたが，今回児童相談所業務を学ぶ

ために特別区に派遣され，子どもたちへの支援方法を学んでい

ます。私たちと一緒に未来ある子どもたちの力になってもらえる

方を待っています！

〈一時保護施設について〉

子どもの安全を迅速に確保し適切な保護を図る施設です。

保育士の資格を持っている方は，児童指導員として子どもに寄り添

いながら児童相談所の福祉司や心理司と連携して，一人一人にあっ

た生活支援やケアを主な業務としています。


